
▲完成した寄せ植えとともにみんなで記念撮影
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今年の 「ＪＡふれあいまつり」 につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、やむを得ず中止させていただ
くこととなりました。楽しみにされていた組合員や地域の皆さまにおかれましては大変申し訳ございませんが何卒ご理解賜
りますようお願い申し上げます。

http://www.ja-shimotsuke.jp/
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　ＪＡしもつけ女性会のフレッシュミズ組織「菜の花
会」は10月15日、栃木市の「とちぎ花センター」で寄せ
植え教室を開きました。会員12人が参加。秋の花を
テーマに、寄せ植えを楽しみました。
　同会の活動は、約半年ぶり。コロナ禍で活動自粛が続
き、毎年恒例の人気講座「イチゴジャムづくり」や「梨
を使った焼肉のタレ作り」など４講座が中止となりまし
た。しかし、今後は「ウィズ・コロナ」で活動を展開し
ていきます。
　同会の纐纈利与子会長も「今後、コロナ禍で感染症対策
をしっかりと行いながら、できる限りの活動を続けて行
きたいです」と意気込みを述べています。

 「菜の花会」では、新規会員を募集しています。料理や手芸な
どの活動に興味があるＪＡ管内にお住いの50歳以下の女性なら
どなたでも加入できます。
●お問い合わせ・入会のお申し込みは
　ＪＡしもつけ 営農経済部 営農企画課　
　☎0282(20)8828　　　hp-info@ja-shimotsuke.or.jp

「菜の花会」会員募集中
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ウィズ・コロナで活動再開
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ＪＡしもつけの「くらしの活動」に参加しませんかＪＡしもつけの「くらしの活動」に参加しませんか
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日頃より当ＪＡをご利用いただき誠にありがとうございます。
JAしもつけでは、地域とともに歩み、地域に根差したJAであり続けるために、
准組合員向け広報紙「ＪＡしもつけＴＯＰＩＣＳ」を発行しました。
今後も地域の食と農を繋ぐＪＡしもつけをよろしくお願いいたします。　   

代表理事組合長　神永　信男　

特集
休日ローン相談会

のご案内
休日ローン相談会

のご案内
休日ローン相談会

のご案内
マイホームの新築・購入、リフォーム、他金融機
関からの住宅ローンのお借換などご相談承り
ます！マイカー、教育資金のご相談も承りま
す！！お取引はこれからというお客様もお気軽
にご相談ください。

アプロニー2階
ローン相談コーナー

栃木市河合町3－26

お問合せ：0282‒24-1084

毎月第２・４日曜日
9：00～16：00

もちろん
入会金・
年会費は
無料！

　　　ポイントためて
　　直売所で使える　　 カード

その①　管内にある農産物直売所全店で利用可能

その②　お買い上げ金額200円につき１ポイント

　　　　⇒１ポイント１円としていつでも利用可能

その③　毎月第２・４水曜日・土曜日はポイント３倍

その④　毎日食べるお米が会員価格で買える

その⑤　ご希望の方は、直売所でお申込み

　　　　⇒その場で、カードをお渡しします

ポチカポチカポチカ

ポポ
チチ カカ
ポチカのここがポイント！ポチカのここがポイント！

もう、お持ちですか？もう、お持ちですか？

各種募集に関する情報は、ＪＡしもつけのコミュニティ紙やホームページ、ＳＮＳ等で随時お伝えいたします。

　JAしもつけの公式Facebookを令和２年12月1日
以降に新規フォローしていただいた方の中から、抽選
で３名の方に、JAグループの一員である㈱農協観光
（Nツアー）の支店・旅行センターで使えるNツアー
旅行券をプレゼントいたします。
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子育て世代親子の
みなさんの学びに

あぐり親子うきうきクラブ

　ＪＡしもつけでは、参加者のそれぞれのニーズに応じて、
皆さまが楽しく学び・参加できる「くらしの活動」を展開中
です。今はコロナ禍により活動の中止・規模を縮小していま
すが、コロナ終息後には再び、活発な活動を予定しておりま
す。あなたにピッタリな活動を見つけてください。

体験入会もOK

JAしもつけをもっと深く知ってください　もっと身近に感じてください



ライフプランやニーズにあわせた
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ＪＡしもつけで投資信託の取扱いが始まりましたＪＡしもつけで投資信託の取扱いが始まりました

さぁ あなたも はじめるなら ＪＡしもつけさぁ あなたも はじめるなら ＪＡしもつけさぁ あなたも はじめるなら ＪＡしもつけ
Q１　そもそも、なぜ資産形成・資産運用が必要なの？Q１　そもそも、なぜ資産形成・資産運用が必要なの？

Q２　資産形成・資産運用に対して何かメリットはあるの？Q２　資産形成・資産運用に対して何かメリットはあるの？

　ゆとりあるセカンドライフを送るには、月額３５.４万円が必要とされており、公的年
金の受け取りだけでは月額約１３万円、年間にすると約１６０万円が不足するとい
われていて、現役世代の方は老後に向けて資産を増やすことが必要ですし、すで
にセカンドライフを過ごされている方はお金の寿命を延ばすことが必要になります。
そのためには、自身の金融資産を運用していくことが有効です。
　物価上昇によってお金の価値が目減りし、さらには超低金利の状態が続いて預
貯金だけの運用が難しい状況を考慮し、金融庁は「国民が自助努力で将来に備
える必要がある」として、投資信託を活用した長期・積立・分散投資による資産形
成・資産運用を推奨しています。「ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ」等の非課税制度を導入・
充実させて国民が取り組みやすい環境を整えている他、ＪＡを含む金融事業者に
対しては「顧客本位の業務運営の原則（フィデューシャリー・デューティー）」を示し
、国民への投資教育や、資産形成・資産運用のサポートを求めています。

（注1）公益財団法人生命保険文化セン
ター「生活保障に関する調査（平成
25年度）」（老後を夫婦2人で暮らし
ていく上で必要と考える費用）

（注2）厚生労働省の平成28年度モデル
年金額（夫婦2人、夫は平均的賃
金で厚生年金に40年加入、妻は国
民年金に40年加入）

夫の厚生年金
 １５．６万円
妻の国民年金
 ６．５万円

公的年金

22.1万円（注2）
月額

最低日常生活費
 ２２万円
ゆとりのための
　上乗せ額
 １３．４万円

ゆとりある
セカンドライフの
生活資金

35.4万円（注１）
月額

不足額

13.3 万円
月額

年額にすると
159.6万円
不足

老後は
公的年金だけ
では足りない
可能性が大

資産形成に向けた税制優遇制度について

～JAバンクでは組合員・利用者皆さまの資産形成をサポートいたします～

　「つみたてNISA」は年間40万円までの投資について、利益（売却益・分配金等）にかかる税金
20.315%が非課税となります。税制優遇を受けながら将来の資産形成に向けて一定額を長期に渡ってコツ
コツ積立投資ができる制度です。一般の「NISA」か「つみたてNISA」のどちらか１口座しか開設できないので、
ご自身の運用スタイルとして期間5年超の長期積立投資を好む場合には、「つみたてNISA」制度が有効です。

つみたてNISA

つみたてNISAのイメージ

40
万円

※1 投資可能期間が2018年から2037年の20年のため、800万円の非課税投資総額となるのは2018年からスタートした場合となります。
※2 20年間の非課税保有期間終了後、NISA口座以外の課税口座（特定口座または一般口座）に払い出されます。なお、つみたてNISAは、ロールオーバーができません。

間
期
能
可
資
投 2021

2020

2019

2018

2037

2018 2019 2020 2021 2022 2037 2056年

年

2037年中に購入した
投資信託についても

20年間非課税で
保有可能※2（2056年まで）

非課税期間は20年間

積立
将来に向けて長期に
わたって毎月一定額を
コツコツ積立投資できる

厳選
絞り込まれた
つみたてNISA専用の
商品から選択できる

手数料 購入時手数料は無料

（年間40万円×20年）※1
最大800万円

非課税投資総額は

年間の投資上限額は

40万円

40
万円

40
万円

40
万円

40
万円

iDeCoのメリット3つの税制優遇措置
メリット

1 掛金が全額所得控除されます。拠出時
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、課税所得が減り、
所得税や住民税が軽減されます。

メリット

3 受け取るときも税制優遇措置があります。受け取り時
受け取り方は原則60歳以降、自分にあった方法を【一時金（一括）】
【年金（分割）】あるいはその併用から選ぶことができます。

メリット

2 運用益も非課税※1で再投資されます。運用時
預金の利息や投資信託の運用益には通常、源泉分離課税（20%）※2がかかりますが、
iDeCoの運用益は非課税です。
※1 運用中の年金資産には1.173%の特別法人税がかかりますが、2020年3月31日まで課税が凍結されています。
　　期限については延長されることがございます。
※2 復興特別所得税は加味しておりません。

退職所得として課税対象になりますが、退職金等と合わせて退職所得控除の対象となりま
す。
退職所得控除は、iDeCoの掛金を拠出した年数等に応じて控除の限度額が決まります。

一時金（一括）で
受け取り

退職所得
控除の対象

年金（分割）で
受け取り

公的年金等
控除の対象

公的年金等控除が適用され、雑所得の扱いとなります。
65歳未満で収入金額が70万円以下、65歳以上で収入金額が120万円以下の場合全
額控除されます。

　「iDeCo」は原則20歳以上60歳未満の方が加入できる税制優遇のある年金制度です。月額5,000円から
始めることができ、「①掛金の全額所得控除②利息・運用益にかかる税金が非課税③受取方法に応じた税制
優遇」といった３つの税制優遇を受けながら長期積立を行うことで、将来受け取る自分の年金を増やすことを目指
せる仕組みです。ＪＡバンクは、みずほ銀行が運営するiDeCoプランの受付金融機関として、受付・勧誘を行います。

iDeCo

Pick up!

より詳しくお知りになりたい方は、
最寄りのＪＡ支店までお問合せ下さい

https://www.jabank.org/tameru/tousisintaku/

検索ＪＡバンク　投資信託または

JAバンクホームページ

こちらもチェック！
栃木駅前支店　☎0282-20-8821　　壬 生 支 店　☎0282-82-1111
栃木東支店　☎0282-27-2525　　大 平 支 店　☎0282-43-2344
栃木西支店　☎0282-31-1794　　藤 岡 支 店　☎0282-62-4333
都 賀 支 店　☎0282-27-5611　　岩 舟 支 店　☎0282-55-3333
下野農業協同組合　登録金融機関　関東財務局長（登金）第５４５号


